
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
行
政
書
士
法
に
基
づ
く
指
定
試
験
機
関
の
名
称
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
一

○
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
一

○
道
路
の
区
域
変
更
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
一

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
の
一
部
解
除
（
二
件
）
…
…
…
二
四
二

公
　
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
三

○
建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し
（
六
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
四

○
甲
府
都
市
計
画
道
路
事
業
の
施
行
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
五

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
五

公
安
委
員
会

○
山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
六

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
一
号

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
第
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
財
団
法
人
行

政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
か
ら
名
称
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

変
　
更
　
事
　
項

変
　
　
更
　
　
前

変
　
　
更
　
　
後

指
定
試
験
機
関
の
名
称

財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
一
般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研

ン
タ
ー

究
セ
ン
タ
ー

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

笛
吹
市
石
和
町
上
平
井
字
午
新
田
一
〇
七
八
の
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
一
宮
町

坪
井
字
北
権
現
堂
一
八
八
四
の
四
・
一
八
八
四
の
五
・
一
八
八
七
の
一
・
一
八
八
七
の
五
・
一
八

八
八
の
一
・
一
八
八
八
の
二
・
一
八
八
八
の
四
（
以
上
七
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。）、
一
八
八
四
の
七
、
一
八
八
四
の
一
三
、
一
八
八
七
の
六
、
一
八
八
七
の
一
一

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

三
　
解
除
の
理
由

公
園
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
庁
及
び
笛
吹
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
峡
北
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
五
年
四
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
茅
野
北
杜
韮
崎
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
十
一
号
　
　
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

二
四
一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
五
年

四
月
一
日

第
二
千
三
百
十
一
号

月　曜　日



韮
崎
市
穴
山
町
字
重
久
官
有
無
番
地
先
か
ら

旧

四
・
三
〜

二
四
五
八
・
六

韮
崎
市
穴
山
町
字
南
原
二
四
九
二
番
の
三
地
先
ま

一
一
・
二

で

六
・
九
〜

二
六
八
五
・
〇

三
三
・
五

新

六
・
九
〜

二
六
八
五
・
〇

三
三
・
五

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
二
日

ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
　
線
　
名
　
一
三
九
号

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

北
都
留
郡
小
菅
村
字
棚
沢
二
九
四
五
番
の
一
地
先

旧

九
・
九
〜

九
九
・
〇

か
ら

四
〇
・
五

北
都
留
郡
小
菅
村
字
棚
沢
二
九
三
七
番
の
三
地
先

ま
で

北
都
留
郡
小
菅
村
字
棚
沢
二
九
四
五
番
の
一
地
先

八
・
七
〜

一
一
〇
・
〇

か
ら

三
九
・
七

北
都
留
郡
小
菅
村
字
棚
沢
二
九
三
八
番
の
一
地
先

ま
で

新

八
・
七
〜

一
一
〇
・
〇

一
八
・
八

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
二
日

ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
金
山
大
月
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

大
月
市
賑
岡
町
浅
利
字
シ
ナ
ギ
一
〇
五
番
の
三
地

旧

三
・
七
〜

一
〇
〇
九
・
九

先
か
ら

一
三
・
五

大
月
市
大
月
二
丁
目
字
下
原
一
八
五
番
の
一
地
先

ま
で

大
月
市
賑
岡
町
浅
利
字
シ
ナ
ギ
一
〇
五
番
の
三
地

八
・
一
〜

五
六
五
・
四

先
か
ら

四
四
・
四

大
月
市
大
月
二
丁
目
字
下
原
一
八
四
番
の
五
地
先

ま
で

新

八
・
一
〜

五
六
五
・
四

四
四
・
四

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
六
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
六
項
及
び
第
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
一
年
山
梨
県
告
示
第

三
百
六
十
六
号
に
よ
り
指
定
し
た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
一
部
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
指
定
を
解
除
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
及
び
富
士
・

東
部
建
設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
区
域

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
十
一
号
　
　
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

二
四
二



市
町
村
名

土
砂
災
害
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

現
象
の
種
類

大
月
市

宮
谷
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

蛇
骨
沢
川
―
１

土
石
流

二
　
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
特
別
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

示

現
象
の
種
類

大
月
市

宮
谷
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

蛇
骨
沢
川
―
１

土
石
流

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
七
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
六
項
及
び
第
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
八
年
山
梨
県
告
示
第
五

百
十
八
号
に
よ
り
指
定
し
た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
一
部
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
指
定
を
解
除
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
及
び
峡
南
建
設
事

務
所
身
延
河
川
砂
防
管
理
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
警
戒
区
域

土
砂
災
害
の
発
生

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

南
部
町

杉
山

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

二
　
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
特
別
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

示

現
象
の
種
類

南
部
町

杉
山

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
山
梨
県
相
続
成
年
後
見
協
会

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
後
藤
貴
仁

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
で
暮
ら
す
人
々
に
対
し
て
、
相
談
会
な
ど
の
活
動
を
通
じ
、
相
続
、
遺
言
、

成
年
後
見
な
ど
に
関
す
る
諸
制
度
の
必
要
性
や
重
要
性
を
啓
蒙
し
、
適
切
な
る
活
用
の
促
進
や
支

援
な
ど
を
行
い
、
我
が
国
の
超
高
齢
化
社
会
を
と
り
ま
く
様
々
な
人
々
に
対
応
し
た
、
活
力
あ
る

地
域
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
四
日
ま
で

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
十
一
号
　
　
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

二
四
三



平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
五
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
甲
州
市
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
会

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
宿
澤
　
文
隆

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
甲
州
市
塩
山
上
塩
後
五
十
六
番
地
一

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
観
光
客
の
観
光
目
的
が
多
様
化
す
る
中
で
、
甲
州
市
を
訪
れ
る
観
光
客
に
対
し
、

甲
州
市
の
歴
史
・
文
化
及
び
自
然
・
景
観
な
ど
の
観
光
資
源
を
積
極
的
に
ア
ピ
ー
ル
し
案
内
す
る

と
と
も
に
、
地
元
の
青
少
年
に
対
し
、
甲
州
市
の
既
成
の
伝
統
文
化
を
伝
承
し
郷
土
に
誇
り
を
持

っ
た
人
材
の
育
成
を
図
り
、
市
民
参
加
の
「
ま
ち
お
こ
し
」
活
動
に
取
り
組
む
な
か
で
、
地
域
の

魅
力
や
価
値
を
観
光
客
に
伝
え
、
観
光
立
市
の
一
翼
を
担
い
、
地
元
経
済
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
四
日
ま
で

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
五
年
三
月
四
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
田
中
工
務
店

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
巨
摩
郡
身
延
町
梅
平
七
百
十
番
地
二

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
田
中
七
郎

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
二
二
）
第
四
三
四
一
号

四
　
処
分
の
内
容
　
塗
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
六
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
五
年
三
月
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
吉
高
工
業
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
巨
摩
郡
早
川
町
高
住
五
百
十
九
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
望
月
二
郎

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
二
一
）
第
四
八
四
六
号

四
　
処
分
の
内
容
　
大
工
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
及
び
造
園

工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
五
年
三
月
六
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
小
林
工
務
店

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
都
留
市
田
野
倉
八
百
三
十
八
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
小
林
千
津
子

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
特
―
二
四
）
第
七
〇
六
号

四
　
処
分
の
内
容
　
左
官
工
事
業
、
鉄
筋
工
事
業
、
板
金
工
事
業
、
ガ
ラ
ス
工
事
業
、
防
水
工
事
業
、

熱
絶
縁
工
事
業
及
び
建
具
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
五
年
三
月
十
三
日
付
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
十
一
号
　
　
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

二
四
四



山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
東
工
業
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
大
月
市
賑
岡
町
強
瀬
五
百
七
十
八
番
地
一

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
権
守
和
樹

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
二
〇
）
第
一
一
九
七
号

四
　
処
分
の
内
容
　
造
園
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
五
年
三
月
十
三
日
付
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
窪
田
工
業

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
湯
村
三
丁
目
六
番
十
五
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
窪
田
鎮
夫

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
二
〇
）
第
八
六
四
六
号

四
　
処
分
の
内
容
　
と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
五
年
三
月
六
日
付
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
萩
原
建
築

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
東
光
寺
一
丁
目
十
一
番
七
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
萩
原
義
昌

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
二
〇
）
第
九
二
五
八
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
五
年
三
月
六
日
付
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

甲
府
都
市
計
画
道
路
事
業
の
施
行
に
つ
い
て

甲
府
都
市
計
画
道
路
事
業
の
施
行
に
つ
い
て
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六

十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

甲
府
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
一
号
　
甲
府
駅
前
線
及
び
三
・
四
・
一
八
号
　
甲
府
駅
南
通

り
線

二
　
施
行
者
の
名
称

山
梨
県

三
　
事
務
所
の
所
在
地

山
梨
県
甲
府
市
貢
川
二
丁
目
一
番
八
号
　
中
北
建
設
事
務
所

四
　
事
業
地
の
所
在

収
用
の
部
分
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
及
び
丸
の
内
二
丁
目
地
内

使
用
の
部
分
　
な
し

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

大
月
市
七
保
町
下
和
田
字
江
上
四
九
九
の
一
、
五
〇
〇
の
一
、
五
〇
一
、
五
〇
二
、
五
〇
二
の
二
、

五
〇
三
の
一
、
五
〇
四
、
五
〇
四
の
二
、
五
〇
五
、
五
〇
七
、
五
〇
九
、
五
一
〇
の
二
、
五
一
〇
の

三
、
五
一
〇
の
四
、
五
一
一
、
五
一
五
の
一
、
五
一
五
の
二
、
五
一
六
、
五
一
七
、
五
一
八
の
一
、

五
一
九
、
五
一
九
の
二
、
五
二
一
の
三
及
び
五
二
二
の
二
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
十
一
号
　
　
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

二
四
五



富
士
吉
田
市
上
吉
田
九
百
六
十
七
番
地
四
　
株
式
会
社
ア
ル
ス
　
代
表
取
締
役
　
渡
邊
　
正
典

'
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
小
立
字
上
沢
間
五
六
九
九
の
一
、
五
六
九
九
の
二
、
五
六
九
九
の
三
、

五
六
九
九
の
五
、
五
七
〇
〇
、
五
七
〇
一
、
五
七
〇
二
、
五
七
〇
三
、
五
七
〇
四
、
五
七
〇
五
、
五

七
〇
七
、
五
七
〇
八
、
五
七
〇
九
、
五
七
一
〇
、
五
七
一
一
、
五
七
一
三
の
二
、
水
及
び
道
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
小
立
五
千
六
百
九
十
九
番
二
　
学
校
法
人
二
十
一
世
紀
平
和
の
灯
国
際

文
化
学
園
　
理
事
長
　
庄
司
　
エ
レ
ナ

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
櫻
　
　
井
　
　
　
　
　
洋

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八
　
警
察
総
合
相
談
及
び
警
察
安
全
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
の
三
を
削
り
、
第
三
条
の
四
を
第
三
条
の
三
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
県
民
広
報
相
談
セ
ン
タ
ー
）

第
三
条
の
四
　
総
務
課
に
県
民
広
報
相
談
セ
ン
タ
ー
を
附
置
す
る
。

２
　
県
民
広
報
相
談
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
、
第
三
条
第
六
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
。

第
十
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
上
げ
る
。

第
十
条
の
二
第
二
項
中
「
前
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
十
号
」
を
「
前
条
第
一
号
か
ら
第

三
号
ま
で
及
び
第
九
号
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
三
第
二
項
中
「
第
十
条
第
五
号
及
び
第
八
号
」
を
「
第
十
条
第
四
号
及
び
第
七
号
」
に
改

め
る
。

「
捜
査
第
一
課

捜
査
第
二
課

第
十
二
条
中
「
四
課
及
び
一
所
」
を
「
四
課
、
一
所
及
び
一
隊
」
に
改
め
、

組
織
犯
罪
対
策
課

鑑
識
課

科
学
捜
査
研
究
所
」

「
捜
査
第
一
課

捜
査
第
二
課

組
織
犯
罪
対
策
課

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

鑑
識
課

科
学
捜
査
研
究
所

機
動
捜
査
隊
　
　
」

第
十
三
条
の
三
を
削
り
、
第
十
三
条
の
四
を
第
十
三
条
の
三
と
し
、
第
十
三
条
の
五
を
第
十
三
条
の

四
と
し
、
第
十
三
条
の
六
を
第
十
三
条
の
五
と
す
る
。

第
十
四
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
機
動
捜
査
隊
）

第
十
四
条
の
三
　
機
動
捜
査
隊
（
以
下
「
機
捜
隊
」
と
い
う
。）
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ

ど
る
。

一
　
機
動
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
初
動
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
広
域
機
動
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
科
学
捜
査
研
究
所
」
の
下
に
「
、
機
捜
隊
」
を
加
え
、「
、
音
楽
隊
」
を

削
り
、「
被
疑
者
取
調
べ
監
督
室
」
の
下
に
「
、
県
民
広
報
相
談
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
、「
、
犯
罪
捜

査
支
援
室
、
機
捜
隊
」
を
「
、
犯
罪
捜
査
支
援
室
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
副
所
長
を
」
の
下
に
「
、
機
捜
隊
」
を
加
え
る
。

第
二
十
三
条
の
二
の
見
出
し
を
「（
次
長
等
）」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
、
音
楽
隊
」
を
削
り
、

「
被
疑
者
取
調
べ
監
督
室
」
の
下
に
「
、
県
民
広
報
相
談
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
、「
、
機
捜
隊
」
を
削

る
。第

三
十
七
条
第
一
項
中
「
四
五
八
人
」
を
「
四
五
九
人
」
に
、「
四
七
三
人
」
を
「
四
七
四
人
」
に
、
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「
四
八
八
人
」
を
「
四
八
九
人
」
に
、「
一
、
六
五
六
人
」
を
「
一
、
六
五
九
人
」
に
、「
一
、
九
五

二
人
」
を
「
一
、
九
五
五
人
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
五
八
九
人
」
を
「
五
九
二
人
」
に
、「
七

八
〇
人
」
を
「
七
八
三
人
」
に
、「
一
、
六
五
六
人
」
を
「
一
、
六
五
九
人
」
に
、「
一
、
九
五
二
人
」

を
「
一
、
九
五
五
人
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
総
務
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

総
務
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庶
務
・
企
画

秘
書
　
　
　
　
　
　
秘
書

総
務
　
　
　
　
　
　
総
務

公
安
委
員
　
公
安
委
員
会
補
佐
　
公
安
委
員
会
補
佐

会
補
佐
室

被
疑
者
取
　
取
調
べ
監
督
　
　
　
取
調
べ
監
督

調
べ
監
督

室県
民
広
報
　
広
聴
・
広
報
　
　
　
広
聴
・
広
報

相
談
セ
ン

タ
ー
　
　
　
音
楽
隊
　
　
　
　
　
音
楽
隊

警
察
安
全
相
談
　
　
警
察
安
全
相
談

別
表
第
一
捜
査
第
一
の
部
機
動
捜
査
隊
の
款
を
削
り
、
同
表
科
学
捜
査
研
究
所
の
部
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

機
動
捜
査
隊

（
副
隊
長
）

庶
務

機
動
捜
査
第
一

機
動
捜
査
第
二

機
動
捜
査
第
三

「

「

犯
罪
被
害
者
支
援

別
表
第
二
甲
府
警
察
署
の
部
警
務
の
項
中
　
　
犯
罪
被
害
者
支
援
　
　
を

」

警
察
安
全
相
談

「

に
改
め
、
同
部
生
活
安
全
の
項
中
　
　
安
全
相
談
　
　
　
　
　
を
削
り
、
同
表
南
甲
府
警
察
署
の
部

」

」

「

「

犯
罪
被
害
者
支
援

警
務
の
項
中
　
　
犯
罪
被
害
者
支
援
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
部
生
活
安
全
の

」

警
察
安
全
相
談

」

「

項
中
　
　
安
全
相
談
　
　
　
　
　
を
削
り
、
同
表
南
ア
ル
プ
ス
警
察
署
の
部
警
務
の
項
及
び
韮
崎
警
察

」

「

「

犯
罪
被
害
者
支
援

犯
罪
被
害
者
支
援

署
の
部
警
務
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
警
察
安
全
相
談
　
　
　
に
改
め
、
同
表
韮
崎

留
置
管
理

」

留
置
管
理

」

「

警
察
署
の
部
生
活
安
全
の
項
中
　
　
安
全
相
談
　
　
　
　
　
を
削
り
、
同
表
北
杜
警
察
署
の
部
警
務
の

」

「

警
務

項
、
鰍
沢
警
察
署
の
部
警
務
の
項
及
び
南
部
警
察
署
の
部
警
務
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

警
備

」

「

警
務
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

犯
罪
被
害
者
支
援

警
察
安
全
相
談
　
　
　
に
改
め
、
同
表
笛
吹
警
察
署
の
部
警
務
の
項
中

留
置
管
理

警
備
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」

「

犯
罪
被
害
者
支
援

「

を
　
　
警
察
安
全
相
談
　
　
　
に
改
め
、
同
部
生
活
安
全
の
項
中
　
　
安
全
相
談
　
　
　
　
　
を
削

」

」

留
置
管
理

」

「

犯
罪
被
害
者

り
、
同
表
日
下
部
警
察
署
の
部
警
務
の
項
及
び
富
士
吉
田
警
察
署
の
部
警
務
の
項
中

留
置
管
理

「

犯
罪
被
害
者
支
援

支
援
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

を
　
　
警
察
安
全
相
談
　
　
　
に
改
め
、
同
表
富
士
吉
田
警
察
署
の
部
生
活
安
全
の
項
中

」

留
置
管
理

」

「

犯
罪
被
害
者
支
援

安
全
相
談
　
　
　
　
　
を
削
り
、
同
表
大
月
警
察
署
の
部
警
務
の
項
中

」

留
置
管
理

」

「

犯
罪
被
害
者
支
援
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

警
務

を
　
　
警
察
安
全
相
談
　
　
　
に
改
め
、
同
表
上
野
原
警
察
署
の
部
警
務
の
項
中

警
備

留
置
管
理

」

「

犯
罪
被
害
者
支
援

を
　
　
警
察
安
全
相
談
　
　
　
に
改
め
る
。

」

警
備

」

別
表
第
三
鰍
沢
警
察
署
の
部
市
川
大
門
交
番
の
項
中
「
、
高
田
、
下
●
川
、
三
帳
、
高
萩
、
垈
、
中

山
及
び
畑
熊
」
を
「
及
び
高
田
」
に
改
め
、
同
部
上
野
警
察
官
駐
在
所
の
項
中
「
及
び
大
塚
」
を
「
、

大
塚
、
下
●
川
、
三
帳
、
高
萩
、
垈
、
中
山
及
び
畑
熊
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
山
梨
県
警
察
国
有
物
品
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

２
　
山
梨
県
警
察
国
有
物
品
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
中
「
機
動
隊
、
交
通
機
動
隊
及
び
高
速
道
路
交
通
警
察
隊
」
を
「
機
動
捜
査
隊
、
交
通

機
動
隊
、
高
速
道
路
交
通
警
察
隊
及
び
機
動
隊
」
に
改
め
る
。

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番
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